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川崎市民間事業者活用型保育所等整備法人の追加募集（２次）を実施します 

 
川崎市では、必要な保育受入枠を確保するため、既存の保育施設等を有効活用することを最優

先としながら、必要な場所へ認可保育所の新規整備を行っております。 

令和８年４月開所の民間事業者活用型保育所等整備法人について、次のとおり、整備指定地域

に宮前区を加えて追加募集（２次）を実施いたします。 

 

１ 募集概要 

（１）施設 

児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所 

（２）整備手法 

賃貸物件を自ら確保し、賃貸建物を改修することにより、認可保育所を整備するもの 

（３）定員     

６０人以上 

（４）定員構成   

２歳児と３歳児の定員差は２人以上設けること 

  ※最終的な定員構成は、川崎市との協議に応じていただきます。 

（５）受入年齢    

１歳児から５歳児まで 

（６）開所時期   

 令和８年４月１日（厳守） 

（７）整備指定地域 

整備指定地域 
整備人数

（目安） 

幸区 町名：小倉１、３丁目、塚越３丁目、東小倉 60 人程度 

宮前区 
町名：小台１丁目(一部)、小台２丁目（一部）、土橋１、２丁目、

宮前平１丁目（一部）、２、３丁目 
60 人程度 

多摩区 町名：登戸（一部） 150 人程度 

・ 幸区、多摩区については、整備指定地域の変更はありません。 

・ 整備指定地域以外の整備相談は、お受けしません。 

・ 整備指定地域内であっても物件や周辺環境等（近隣の保育所及び認可外保育施設の設置状

況含む）の状況によりお受けできない場合があります。 

・ 整備指定地域は、将来の保育需要を保証するものではありません。 

・ 整備人数については、予算の範囲内で決定します。 

 



 

 

（８）スケジュール 

日 程 内 容 

令和７年６月１３日（金） 運営法人募集開始 

令和７年６月３０日（月） 事前相談締切 

令和７年７月 ４日（金） 応募書類（案）提出締切 

令和７年７月１１日（金） 応募書類提出締切 

令和７年７月中旬～７月下旬 応募法人運営園視察・ヒアリング 

令和７年８月上旬～８月下旬 法人審査・法人決定 

 
（９）整備指定地域範囲図 

幸区 町名：小倉１、３丁目、塚越３丁目、東小倉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#15/35.547766/139.680176/&base=std&base_grayscale=1&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m） 

標準地図を加工して作成 

https://maps.gsi.go.jp/#15/35.547766/139.680176/&base=std&base_grayscale=1&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m


 

 

宮前区 町名：小台１丁目(一部)、小台２丁目（一部）、土橋１、２丁目、 

宮前平１丁目（一部）、２、３丁目 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多摩区 町名：登戸（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#15/35.547766/139.680176/&base=std&base_grayscale=1&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m） 

標準地図を加工して作成 

出典：国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#15/35.547766/139.680176/&base=std&base_grayscale=1&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m） 

標準地図を加工して作成 

https://maps.gsi.go.jp/#15/35.547766/139.680176/&base=std&base_grayscale=1&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m
https://maps.gsi.go.jp/#15/35.547766/139.680176/&base=std&base_grayscale=1&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m


 

 

２ 応募資格 

（１）応募可能な法人 

次のア～カのいずれかに該当する法人 

ア 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人 

イ 児童福祉法第３５条第４項により認可を受けた保育所を運営している法人 

ウ 児童福祉法第３４条の１５第２項により認可を受けた家庭的保育事業等のうち、小規

模保育事業（Ａ型・Ｂ型・Ｃ型）、家庭的保育事業又は事業所内保育事業を運営している

法人（小規模保育事業Ｃ型、家庭的保育事業又は事業所内保育事業のみを運営する法人

は、令和６年４月１日時点で２年以上運営していること。） 

エ 令和６年４月１日時点で、都道府県又は市町村等から認定等を受け、運営費が補助さ

れている認可外保育施設（川崎認定保育園、東京都認証保育所、横浜保育室及び企業主

導型保育事業等）を３年以上運営している法人 

オ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第１７条第

１項により認可を受けた幼保連携型認定こども園を運営している法人 

カ 学校教育法第１条による幼稚園を運営している法人 

 
 
 
 【問合せ先】 

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育対策課 坂口 

電話：０４４－２００－３６３０ 


